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相　　　談 日　時 場所／問合先

○弁護士相談（事前に要予約）

６/14（金）28（金）
10:00 ～ 12:00

本庁舎／ 本 市民生活課　
☎ 21‐2144

７/18（木）
10:00 ～ 12:00

大平隣保館
☎ 43‐6611・0120‐46‐7830

６/17（月）
10:00 ～ 12:00

藤岡公民館／ 藤 生活環境課
☎ 62 ‐ 0903

○総合相談（行政・人権・家庭児童・青少年） ６/14（金）28（金）
10:00 ～ 12:00 本庁舎／ 本 市民生活課　

☎ 21‐2144〇宅地建物相談（土地・建物の売買や賃貸借、
所有と管理に関する相談）

６/14（金）
10:00 ～ 12:00

○合同相談（行政・人権・心配・困りごと）

６/11（火）
9:30 ～ 11:30

ふるさとふれあい館／ 大  生活環境課　　
☎ 43‐9211

６/25（火）
9:30 ～ 11:30

老人憩いの家／ 都 生活環境課
☎ 29‐1102

○市民相談（日常生活の問題など） 月～金曜日
9:00 ～ 17:00

本庁舎／ 本 市民生活課　　　　
☎ 21‐2144

○消費生活相談 月～金曜日
9:00 ～ 16:00

市民会館／消費生活センター
☎ 23‐8899

○年金相談 ６/11（火）
10:00 ～ 12:00

大平隣保館
☎ 43‐6611・0120‐46‐7830

○外国人相談 ６/15（土）
20:00 ～ 22:00

大平隣保館
☎ 43‐6611・0120‐46‐7830

○行政相談

６/11（火）
10:00 ～ 12:00

藤岡公民館／ 藤 生活環境課　　　　　
☎ 62‐0903

６/18（火）
13:00 ～ 15:00

西方保健センター／ 西 生活環境課
☎ 92‐0308

○人権相談

月～金曜日
8:30 ～ 17:15

大平隣保館☎ 43‐6611・0120‐46‐7830
厚生センター☎ 24‐2444
市民会館 /人権・男女共同参画課☎ 24‐0351

６/ ４（火）
10:00 ～ 12:00

藤岡公民館／人権・男女共同参画課
☎ 24‐0351

６/18（火）
13:00 ～ 15:00

西方保健センター／人権・男女共同参画課
☎ 24‐0351

○いじめ相談電話（土 ･ 日 ･ 祝日 ･ 時間外は
留守番電話・FAX）

月～金曜日
9:00 ～ 17:00

市民会館／青少年育成センター　 
☎ 24‐0667　FAX23‐6566

○青少年相談（非行問題・不登校など）　 月～金曜日
9:00 ～ 17:00

市民会館／青少年育成センター
☎・FAX23‐6566

○家庭児童相談
　（0 ～ 17 歳の子どもとその家族）

月～金曜日
９:00 ～ 16:00

福祉庁舎／家庭児童相談室
☎ 21‐2514

○ドメスティック・バイオレンス相談
　（配偶者等からの暴力）

月～金曜日
９:00 ～ 16:00

福祉庁舎／ 本こども課
☎ 21‐2513

本＝本庁
大＝大平総合支所
藤＝藤岡総合支所

都＝都賀総合支所
西＝西方総合支所相談業務のご案内

ご相談はお気軽にどうぞ　相談は無料で、秘密は厳守します。
住所が市内の方であれば、どこの窓口でも相談できます。

と ち ぎ メ デ ィ カ ル セ ン タ ー に つ い て

　このコーナーでお知らせしてきました病院
の統合再編も、去る４月１日に新たな法人で
ある『一般財団法人とちぎメディカルセン
ター』が設立され、下都賀郡市医師会病院、
下都賀総合病院、とちの木病院の経
営は、この新法人に移行されました。
　新法人は、今後、施設整備等を進
め、平成 28 年４月には、新しい医
療体制での診療を目指しますが、当
面は病院名も従来のものを暫定的に
使用し、診療科や診察券、予約等の
手続きなどについては、従来のもの
を基本として運営されます。

【運営する主な施設の名称】
・とちぎメディカルセンター下都賀
　総合病院
・とちぎメディカルセンター下都賀郡市医師
　会病院

・とちぎメディカルセンターとちの木病院
・とちぎメディカルセンター介護老人保健施
　設とちの実
　市といたしましては、市民の皆さんが安心
して生活することができる医療体制の整備に
向けて、とちぎメディカルセンター構想を積
極的に支援してまいりますので、引き続きご
協力をお願いします。

　  地域医療対策室 ☎ 21 ‐ 2419
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　１人でも多くの皆さんに選挙に関心をもっていた
だくため、期日前投票立会人を募集します。
◆資　格　　市内に住所を有し、栃木市の選挙人名
　　　　　　簿に登録されている 20 歳以上の方
◆従事日　　７月５日（金）～ 20 日（土）
　　　　　　（参議院議員通常選挙投票日が７月 21
　　　　　　日（日）の場合）
◆時　間　　８時 30 分～ 20 時
◆場　所　　本庁舎及び各総合支所
◆報酬額　　１日につき 9,500 円
◆応募期限　６月 14 日（金）まで
◆応募方法　選挙管理委員会備え付けの応募用紙に
　　　　　　住所・氏名・生年月日・希望する従事
　　　　　　日及び場所・電話番号を明記のうえ選
　　　　　　挙管理委員会へ
　　　　　　※申し込み状況によっては、調整させ
　　　　　　ていただきます。
　　　　　　※なお、参議院の国会会期延長などに
　　　　　　より、投票日が変更になる場合があり
　　　　　　ます。
◆申込・問合先　選挙管理委員会事務局

☎ 21 ‐ 2631

一般財団法人とちぎメディカルセンター設立。
（写真右から）高岩市議会議長、鈴木市長、石井、早乙女、
村野の各代表理事
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